
Ⅳ 福利事業 

（１）宿泊施設利用 

指定する宿泊施設を利用する場合、１泊につき２，０

００円を援助する。ただし援助上限は２泊(４，０００

円)までとする。 

（２）サークルに対する助成金 

会員相互の親睦を目的としたサークルに対して年間３

万円を上限として助成を行う。但し、新たに設立した

サークルについては、初回に限り年間５万円を上限と

して助成を行う。 

（３）グループ旅行に対する助成金 

会員の交流及びリフレッシュを図ることを目的とした

４名以上の会員が参加するグループ旅行に会員が参加

した場合、１人あたり宿泊旅行の時は１万円、日帰り

旅行の時は５千円を上限として、グループ旅行計画書

に記載され、承認を得て参加した会員個人に対して行

う。 

（４）資格取得及び更新に対する補助 

 

会員のスキルアップを目的として下記に記載する資格

取得及び更新に対して補助を行う。取得のための補助

は以下の受験費用に対して２万円を上限として、行う

ものとする。ただし、社会福祉法人大阪府社会福祉事

業団公費の支給を受けて受験または更新するものを除

く。 

【取得】 

（１）社会福祉法人経営実務検定（会計３級・ 

会計２級・会計１級・経営管理） 

 （２）日本商工会議所簿記検定（１級～４級） 

（３）社会保険労務士 

 （４）ＭＯＵＳ（マイクロオフィススペシャリスト）

スペシャリストまたはエキスパートのうち、

次のバージョン 

①Word（2013,2016,2019） 

   ②Excel（2013,2016,2019） 

   ③PowerPoint（2013,2016,2019） 

④Access（2013,2016） 

 （５）認知症ケア専門士 

 （６）福祉住環境コーディネーター（１級～４級） 

 （７）健康運動指導士 



 （８）健康運動実践指導者 

 （９）健康介護コンシェルジュ検定（１級～３級） 

（１０）認定看護師資格（感染管理、在宅ケア、 

摂食嚥下障害看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア） 

 

【更新】 

（１）認知症ケア専門士の更新に必要な生涯学習参加

費及び手数料（生涯学習等の会場までの交通費

は除く）但し、更新月の前月から遡り１２ヶ月

間に受講したものに限る。 

（２）健康運動指導士の更新に必要な講習会費及び手

数料（講習会等の会場までの交通費は除く） 

（３）健康運動実践指導者の更新に必要な講習会費及び

手数料（講習会等の会場までの交通費は除く） 

（４）第２条第１項第１号から第６号及び第８号から

第９号に規定する資格取得のための受験費用 

（５）健康介護コンシェルジュ（１級～３級）資格取

得に必要な検定料 

（５）ボランティア活動費用助成 

会員が社会貢献をすることを目的としてボランティア

活動にかかる交通費等に対して 1 年度あたり 5 万円ま

で助成する。 

（６）OSJ コミュニケーションイベント 
会員相互のコミュニケーションを図ることを目的に

OSJ コミュニケーションイベントを開催する。 

（７）研修費用に対する助成金 

会員のスキルアップを目的として研修費用に対する助

成を行う。ただし会員 1 人につき年間 5,000 円を上限

とし、受講回数については制限しないものとする。 

（８）施設内懇親会補助事業  

 

施設主催のコミュニケーションイベントが開催可能と

なった際は、人数制限や感染対策を講じた上で、かか

る経費の支出を補助する。（会員一人につき 1,000円を

上限、年 1回とする） 

（９）スポーツジム利用費用の助成 

会員が継続的に健康維持に努めることを推奨する事を 

目的に、スポーツジム利用に対する費用の補助として、 

6カ月継続して利用している職員に対し、月額 1,000 円 

最大 12,000 円の助成を行う。（但し、一般財団法人大 

阪民間社会福祉事業従事者共済会のライフサポート倶 

楽部の会員特典対象施設は除く） また、令和 6 年度 



については、周知のタイミング等も考慮して、6 ヶ月継 

続利用した職員に対して、6,000 円の補助を行う。 

（１０）人間ドックの助成制度 

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の人

間ドック等利用助成の対象外となる、一般健診に対し

てのみ費用の半額（上限 4,000 円）を補助する。 

 

 

 

 

福利事業 補助金等の支給方法 

  

 

                請求書を提出 

       会  員                 施  設 

 

         

給与振込にて支給              所属長認定後提出 

 

 

互助会事務局      会長       互助会事務局 

         書類等チェック後 

            支給を決定 

 

 

              <書類の確認>  

              ①施設名・職員番号・氏名・捺印等の確認 

              ②添付書類・請求額等の確認 

              ③請求期限は事実発生後から３ヶ月後まで有効 

 

★補助金に係る申請書や請求書の用紙は、大阪府社会福祉事業団 職員互助会ホームペー

ジからも取得できます。 

 


